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◇病後児保育の概要 

  「病後児保育」とは、乳幼児が「病気の回復期」であり、かつ、職員の勤務の都合等

に応じ、随時、その乳幼児に対して行う特別な保育です。 

 

○場 所：新潟大学あゆみ保育園園内 

 

○部 屋 数：保育室１室 

 

○職員構成：看護師１名、保育士１名   

 

○保育対象：新潟大学の職員（非常勤を含む。）が養育する、０歳（生後 57 日経過後）

から 5 歳（利用する年度の 4 月 1 日現在）までの乳幼児とします。 

 

○定 員：原則 1 日 2 名 

     ※当日の状況等によっては、定員に満たない場合でもお断りすることがあ

ります。 

 

○利 用 日：月曜日から金曜 

※土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日は除く。 

 

○利用時間：9:00～15:00（延長保育はありません。） 

 

○利用料金：１，９００ 円／1 回（非課税） 
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◇ 病後児保育ご利用の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病気発症 

利用登録 

利用予約 

保育の利用前に必ず医療機関を受診し、保育可能と診断された場合に「病後児保育室

診療情報提供書」を記入してもらってください。 

※「病後児保育室診療情報提供書」の記入にあたり、料金が発生する場合がありま

す。 

医療機関受診 

医療機関を受診し、保育不可と診断された場合等でキャンセルされ

る場合は、必ず当日の午前９時までに保育園へご連絡ください。 

【ご注意】 

無断キャンセルの場合は、次回以降の利用をお断りする場合があり

ます。 

予約キャンセル 

保育利用 

保育園に電話で空き状況を確認し、予約をしてください。（受付時間 9:00～15:00） 

予約は利用希望日の前日（土・日・祝日及び 12 月 29 日から１月３日を除く。）午後

３時までに行ってください。（月曜日の予約は前週の金曜日となります。）原則とし

て、前日予約が必要ですが、定員に空きがある場合は当日も受け付けます。（当日利用

の場合は 9:00～10:00 まで） 

新潟⼤学あゆみ保育園 TEL 025-227-2487 

利用登録が必要となりますので、原則、利用を開始しようとする日の 10 日前までに

「病後児保育室利用登録申請書」を提出してください。（FAX でも可能）  

（提出先）新潟大学あゆみ保育園 TEL 025-227-2487 FAX 025-227-2487 

【ご注意】 

利用登録がなされていない場合は、保育を利用することができません。 

利用登録は年度更新となりますので、年度毎に利用登録申請が必要となります。 

「病後児保育室利用申込書」に医療機関で発行された「病後児保育室診療情報提供書」

を添えて、保育園に提出してください。 

利用される際は、「同意書」も併せて提出してください。 

【ご注意】 

「病後児保育室診療情報提供書」が発行されていても、来室時のお子様の状態によって

は、お預かりできない場合があります。 
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◇受入基準 
 病後児保育室では、事前の診察で医師により保育室の利用が不可能と診断された場合

は、受入れをお断りしています。 
 

※ 病後児保育室を利用できない病状・症状 

① 伝染性疾患（水痘、流行性耳下腺炎、麻疹、風疹、インフルエンザ、ロタなど）の急性期で、

他児に感染する恐れが強い。 

② 感染しやすく、一旦感染すれば重症になる危険性が高い（血液腫瘍疾患や重症心疾患、重症腎

疾患、膠原病などや、免疫抑制剤を使用している場合など）。 

③ 38.0 度以上の発熱が続いている。 

④ 嘔吐、下痢がひどく脱水症状の兆候（皮膚や唇の乾燥、涙が出ない、ぐったりして元気がない

など）がある。 

⑤ 咳がひどく、呼吸困難である（喘息発作を含む）。 

⑥ その他、医師により受入れが不可能と判断された場合｡ 

※ 預かり可能な主な感染症と目安となる許可基準 

 「学校、幼稚園、保育所で予防すべき感染症の解説：抜粋表（日本小児科学会）」及び

「学校感染症とその出席停止期間の基準（学校保健安全法施行規則）」に準じています。 
① インフルエンザ（発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱後 2 日を経過していれば利用可能） 

 

② 百日咳（特有の咳が消失後は利用可能） 

 

③ 麻疹（解熱後 3 日が経過していれば利用可能） 

 

④ 流行性耳下腺炎（耳下腺等の腫脹が発現した後 5 日又は腫脹の消失後は利用可能） 

 

⑤ 風疹（発疹消失後は利用可能） 

 

⑥ 水痘（すべての発疹が痂皮化すれば利用可能） 

 

⑦ 咽頭結膜熱（主要症状が消失して 2 日経過後は利用可能） 

 

⑧ 結核（感染の恐れがないと認められれば利用可能） 

 

⑨ ロタウイルス・ノロウイルス等の感染性胃腸炎（下痢、嘔吐が消失した後は利用可能） 

 

⑩ マイコプラズマ感染症（症状が安定した後は利用可能） 

 

⑪ ＲＳウイルス感染症（症状が安定した後は利用可能） 

 

⑫ 溶連菌感染症（抗生剤の内服開始後 24 時間が経過していれば利用可能） 

 

⑬ 手足口病（全身状態が安定していれば利用可能） 

 

⑭ ヘルパンギーナ（全身状態が安定していれば利用可能） 

 

⑮ 新型コロナウイルス感染症（発症した後 5 日経過、かつ症状が軽快し１日を経過していれば利用可

能） 

・ 解熱後とは、原則として（解熱剤の使用なく）37℃台に解熱したことをさします。 
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9：00  
 

 

 

 

 
11：15 
 

 

12：00 

 

14：00 
  
  
  
  
  

 

 

 

 
15：00 

 

登 園 

 

 

検  温 

 
自由あそび 

  

 

昼 食 
  

 

お昼寝 

 

起 床 

 
検  温 

 
おやつ 

 

自由あそび 
  

 
降 園 

 

持参の薬、持ち物の確認をします。 
気になることや、ご希望などはご相談ください。 
 

必要に応じ、適宜実施 

 
お子さまの発達段階や体調に応じた保育・看護を実施し

ます。 

 

お弁当持参です。（離乳食・ミルク含む） 

 

 

お布団、ベッドは保育室で用意します。 
  

 

 
 必要に応じ、適宜実施 

 
おやつ持参です。 

 

お子さまの発達段階や体調に応じた保育・看護を実施し

ます。 

 
お子さまの 1 日の状況を保護者にお伝えします。 
15：00 までに必ずお迎えに来てください。 

 

 

 

  

◇ 病後児保育の１⽇ 

上記時間等は例示です。 

お子様一人ひとりの症状や年齢・月齢に合わせた保育を行います。 
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◇当日にお持ちいただくもの 
 ★必要書類等 

   １．病後児保育室利用申込書 

   ２．病後児保育室診療情報提供書・・・医師の記入が必要です。 

   ３．与薬依頼書・・・薬の服用等が必要な場合は、お薬手帳、薬剤情報提供書と処方 

されている薬を薬袋ごと全てお持ちください。 

   ４．同意書・・・利用時 

   ５．身分の確認できるもの 
 

  ★必ず持参していただくもの（持ち物には、必ずお名前をご記入ください。） 
 

  １．タオル 

  ２．お着替え、下着類 

  ３．ビニール袋（洗濯物、汚れ物などを入れます。） 

  ４．昼食、おやつ    
 

  ★必要に応じて持参していただくもの（持ち物には、必ずお名前をご記入ください。） 
    

  １．処方された薬 

  ２．紙おむつ、お尻拭き 

  ３．粉ミルク（冷凍母乳可）、哺乳瓶、飲み物 

  ４．ストロー付きマグなど（使い慣れたもの） 

  ５．よだれかけ、エプロン（食事用） 

  ６．お子様の好きなおもちゃ、DVD など  

 

◇ご利用に関する注意点 
 

 ・お子様をお預けになる際に、お迎えに来られる保護者のお名前、お迎え予定時間を 

お伝えください。 

   変更になる場合は、事前に保護者からの連絡が必要です。 

   送迎の際、身分証（職員証、共済組合員証など）の提示をお願いします。 
 

 ・お迎えは午後 3 時までにお願いします。 

（保育の利用は午後 3 時で終了になりますの、時間厳守にてお願いします。） 
 

 ・当日の状況等によっては、定員に満たない場合でもお断りすることがあります。 
 

 ・本園には常駐の嘱託医がいません。そのため点滴注射や処方等の医療行為は行いま 

せん。 
 

 ・保育中に症状が悪化した場合には保護者に連絡しますので、速やかにお子様をお迎 

えに来ていただき、医療機関を受診してください。保護者に連絡がつかない場合は 

責任を負いかねますので、保育利用期間中は、保護者は必ず常時連絡可能で、短時 

間で来園可能な状態を維持してください。 
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◇賠償責任保険（参考）       ◇普通傷害保険（参考） 

  補償限度額   死亡・後遺障害 100 万円 

対人賠償 １事故につき１０億円 入院日額 1,500 円 

対物賠償 １事故につき１０億円 通院日額 1,000 円 

生産物 １事故につき１０億円   

受託者賠償 １事故につき 1,000 万円   

 

 

 

 

 

◇補償制度 
 

お子様のケガ等には十分注意して保育に当たりますが、万が一ケガや設備備品・個人の 

持ち物を壊してしまったような場合には、株式会社キッズコーポレーションの加入してい

る総合補償制度により補償させていただきます。 

 

◇防犯等 

通常時、玄関は施錠してあります。インターホンなどでお名前を伺うなどして確認の後、

解錠いたします。 

◇災害時の避難場所 
  旭町地区の危機管理の手順に準拠します。新潟大学あゆみ保育園の避難場所は園庭 

グラウンドです。状況により他の場所になることもあります。 

  避難場所を移動した時には、園舎正面玄関に移動先の張り紙を行いますが、地震発生

により新潟市中央区に気象庁及び自治体より大津波警報が発令された場合は、医歯学総

合病院総合研究棟へ避難先を移動します。 


